
 

 

 

【加算額（※ 該当するものについて介護保険サービス費に加算されます）】 

加   算 
自己負担 

1 割 

自己負担 

2 割 

自己負担 

3 割 

個別機能訓練加算Ⅰ ¥ 12／日 ¥ 24／日 ¥ 36／日 

個別機能訓練加算Ⅱ ¥ 20／月 ¥ 40／月 ¥ 60／月 

看護体制加算Ⅰ（ロ） ¥ 4／日 ¥ 8／日 ¥ 12／日 

看護体制加算Ⅱ（ロ） ¥ 8／日 ¥ 16／日 ¥ 24／日 

夜勤職員配置加算Ⅳ（ロ） ¥ 21／日 ¥ 42／日 ¥ 63／日 

日常生活継続支援加算Ⅱ ¥ 46／日 ¥ 92／日 ¥ 138／日 

経口移行加算（原則 180日以内） ¥ 28／日 ¥ 56／日 ¥ 84／日 

経口維持加算Ⅰ ¥ 400／月 ¥ 800／月 ¥ 1,200／月 

経口維持加算Ⅱ ¥ 100／月 ¥ 200／月 ¥ 300／月 

療養食加算 ¥ 6／回 ¥ 12／回 ¥ 18／回 

看取り介護加算Ⅱ 

（死亡前 31日以上 45日以下） 
¥ 72／日 ¥ 144／日 ¥ 216／日 

看取り介護加算Ⅱ 

（死亡前 4日以上 30日以下） 
¥ 144／日 ¥ 288／日 ¥ 432／日 

看取り介護加算Ⅱ 

（死亡日の前日および前々日） 
¥ 780／日 ¥ 1,560／日 ¥ 2,340／日 

看取り介護加算Ⅱ 

（死亡日） 
¥ 1,580／日 ¥ 3,160／日 ¥ 4,740／日 

在宅復帰支援機能加算 ¥ 10／日 ¥ 20／日 ¥ 30／日 

福祉施設外泊時費用（1ヶ月に 6日間） ¥ 246／日 ¥ 492／日 ¥ 738／日 

初期加算（30日間） ¥ 30／日 ¥ 60／日 ¥ 90／日 

口腔衛生管理加算Ⅰ ¥ 90／月 ¥ 180／月 ¥ 270／月 

口腔衛生管理加算Ⅱ ¥ 110／月 ¥ 220／月 ¥ 330／月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥ 22／日 ¥ 44／日 ¥ 66／日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥ 18／日 ¥ 36／日 ¥ 54／日 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ¥ 6／日 ¥ 12／日 ¥ 18／日 

若年性認知症入所者受入加算 

※ 認知症行動・心理症状緊急対応 

  加算を算定しない場合 

¥ 120／日 ¥ 240／日 ¥ 360／日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（7日間まで) 
¥ 200／日 ¥ 400／日 ¥ 600／日 

認知症専門ケア加算Ⅰ ¥ 3／日 ¥ 6／日 ¥ 9／日 

認知症専門ケア加算Ⅱ ¥ 4／日 ¥ 8／日 ¥ 12／日 

在宅・入所相互利用加算 ¥ 40／日 ¥ 80／日 ¥ 120／日 

栄養マネジメント強化加算 ¥ 11／日 ¥ 22／日 ¥ 33／日 

再入所時栄養連携加算 ¥ 200／回 ¥ 400／回 ¥ 600／回 

排せつ支援加算Ⅰ ¥ 10／日 ¥ 20／日 ¥ 30／日 

排せつ支援加算Ⅱ ¥ 15／月 ¥ 30／月 ¥ 45／月 

排せつ支援加算Ⅲ ¥ 20／月 ¥ 40／月 ¥ 60／月 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ ¥ 3／月 ¥ 6／月 ¥ 9／月 



 

 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ ¥ 13／月 ¥ 16／月 ¥ 39／月 

生活機能向上連携加算Ⅰ ¥ 100／月 ¥ 200／月 ¥ 300／月 

生活機能向上連携加算Ⅱ ¥ 200／月 ¥ 400／月 ¥ 600／月 

科学的介護推進体制加算Ⅰ ¥ 40／月 ¥ 80／月 ¥ 120／月 

科学的介護推進体制加算Ⅱ ¥ 50／月 ¥ 100／月 ¥ 150／月 

ADL維持等加算Ⅰ ¥ 30／月 ¥ 60／月 ¥ 90／月 

ADL維持等加算Ⅱ ¥ 60／月 ¥ 120／月 ¥ 180／月 

自立支援促進加算 ¥ 300／月 ¥ 600／月 ¥ 900／月 

安全対策体制加算 ¥ 20／回 ¥ 40／回 ¥ 60／回 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護サービス費合計×8.3％×自己負担割合 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 介護サービス費合計×2.7％×自己負担割合 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 介護サービス費合計×6.0％×自己負担割合 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 介護サービス費合計×2.3％×自己負担割合 

   ☆ 入居当月は、サービス利用料金を全額お支払いいただき、1ヶ月の上限額を 

      超過した場合、申請することで超過した分が後日支給されます。 

      当月分の領収書と高額介護サービス費支給申請書を、ご家族より各市町村の 

      担当窓口へ提出して下さい。 

    ☆ 介護保険の給付額に変更があった場合には、変更された額に合わせて契約の 

    負担額が変更されます。 

    ☆ 紙オムツ代は、介護保険サービス費に含まれています。 

    ☆ 外泊時加算適用の期間については、別途居住費をお支払いいただきます。 

     なお、負担限度額認定を受けている方は認定証に記載された額になります。 

 

  


